
 岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

平成 31年 4月 1日改正 

（平成 31年 4月 1日適用） 

① 第三者評価機関名 

特定非営利活動法人 旅人とたいようの会 

 

②施設・事業所情報 

名称：わかば海津北こども園 種別：保育所型認定こども園 

代表者氏名：島 俊雄 定員（利用人数）：     １３５名 

所在地：岐阜県海津市海津町鹿野２１－１ 

TEL：０５８４－５３－１６１１ ホ ー ム ペ ー ジ ：

https://www.wakaba-kaizukita.com/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日  平成 15年 4月 1日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人誠心愛育会 

 職員数 常勤職員：    １５名 

 

非常勤職員      ３２名 

 専門職員 

 

 

保育士   ３３名 栄養士  １名 

療育支援員   １名 調理員  ５名 

  

 施設・設

備の概要 

保育室   １０室 遊戯室   療育支援室 

職員室 保健室   調理室    

 

② 理念・基本方針（※転載） 

・理念 

◆心にまこと育てあい 

 

・教育・保育方針 

◆知育 

 身の回りの自然や人、社会への興味と関心を持ち、感じること、考えることの芽を育

てます。 

◆徳育 

 他人への労りや愛情を育む 

◆体育 

心と体の健康を増進 

◆食育 

生かされていることを学ぶ 



④施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

◆子どもの育ちを支える取り組みをしている。 

・外部講師を招いて特別教室を行っている。 

 知育 毛筆・硬筆教室 

    英語教室（外国人講師） 

 体育 体育教室 

    ダンス教室 

    スイミング教室 

 心育 茶道教室 

    絵画教室 

 

◆地域施設への訪問 

 いろいろな人と関り豊かな心を育む。 

◆保護者が安心して働けるよう支援をしている。 

一時預かり、延長保育、預かり保育 

 

◆保育士に期待すること 

・明るく楽しく元気よく。 

・自主性、協調性、創造性を持つ 

 ・愛をもって子どもに接する 

・多様性を踏まえて順応する力 

・向上心を持って取り組む姿 

・広い目、広い心で子どもを見守り、適切な言葉がけができる。 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

令和元年 12月 25日（契約日） ～ 

令和 2年 4月 21日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）     0 回（平成 － 年度） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

社会福祉法人 誠心愛育会 わかば海津北こども園は、海津市の揖斐川と長良川に挟

まれた広い平野の中央部に位置している。園の周りは農地が広がり集落も近くにあり車

の往来もそれほどなく穏やかな風景に包まれている。わかば海津北こども園は昭和 62

年に乳幼児託児所「わかば園」として開園その後、社会福祉法人 誠心愛育会として認

可、平成 27年に「保育所型認定こども園 わかば海津北こども園となり、その間に特



別教室（絵画・毛筆・硬筆・スイミング・ダンス・英会話・）を保育に取り入れ、子ど

もを預ける保護者の利便性を考慮し通園バスの採用など様々な努力で海津市広域から

多くの保護者の期待を寄せて園児が増えてきた。 

・働き方改革など職員の労働時間に無理が来ないように人材確保に努め、複数担任にし

て保育士の年休（学校の参観など）取りやすくしている。 

・元保護者会長が携帯電話の番号を保護者に知らせ、園に対する苦情や相談窓口となる

協力を得ている。 

・バス登園の園児の保護者が多く、毎日の給食でどのように調理されているのか何を食

べたか関心があると思いホームページの食育欄に毎日の給食の献立メニューが閲覧

できるようにし食への関心を深めている。 

・気になる子や支援の必要な子どもの保育に、専門経歴のある保育士が子どもへの接し

方や支援方法について、担任や保護者に助言をしたり関係機関との連携など、子どもに

とってより良い方法を提案したり支援が充実している。 

 

◇改善を求められる点 

・毎月の職員会議の内容が通達のみとなっていることが多い。職員会議の内容、記録の

改善を期待する。（月や週の保育内容の予定や打ち合わせ、保育の実施報告、実施した

保育の評価、評価から見えてきた課題、課題の改善、改善の方法など職員で協議した様々

な意見の記録を残し、次の保育の質の向上に利用されたい） 

・保護者や地域住民も園の活動に十分参加でき、子どもが安心、安全に活動できるよう

将来的に園舎の建て替えを考慮されたい。 

 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

 初めて第三者評価を受審しました。 

第三者評価受審を通して、これまでの保育・運営を具体的に見直すいい機会となりま

した。 

今後、課題の改善とともに保育・運営を多面的・多角的に考え、計画性や見通しを持

って質の向上に努めます。 

そして、『一人一人のこどもの気持ちを受容し寄り添う保育、保護者に信頼され地域

に愛される園』の実現をめざしていきたいと考えています。 

 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 


